
岡山市スマートフォン決済ポイント還元事業に係る質問に対する回答 令和３年９月２４日

No 該当頁 該当項目 質問内容 回答内容
1 １

４
3（3）
8（4)

「対象店舗」の指定に「実店舗」の記載がありますが、
移動販売、キッチンカーなど実店舗のない直接販売（非
オンライン）の業態は含まれるでしょうか？

・移動販売、キッチンカーは実店舗として取り扱います。

2 1 4（2） 店舗における、還元対象の商材と対象外の商材を一つの
レジ（バーコード決済）で処理をされる場合は、分解が
不可能となります。そのため、店舗取り扱い商材に「一
部」対象外商材が含まれる場合も対象店舗の扱いでよろ
しいでしょうか？
例：ドラッグストアにおける、一般商材と調剤を共通の
レジで処理をしている店舗

・還元対象の商材と対象外の商材について、一つのレジで
処理している場合は対象とはなりません。例示されている
ケースにおいて、一般商材と調剤が別々のレジで処理され
ている場合は、一般商材のレジのみが対象となり得ます。

3 2
（申込書4）

6（4）
（2（3））

「「カテゴリ」は岡山市と協議の上、決定」とあります
が、具体的にはどのようなカテゴリを想定されています
でしょうか？

・現時点では、岡山市として、貴社が管理しているデータ
の詳細を把握できていないため、具体的に提示することが
できません。したがって、共同実施事業者の決定後に協議
の上、提供していただくカテゴリを決定することを想定し
ています。

4 2 6（5） 事業者向けの説明会のご予定詳細をいただけないでしょ
うか？
 日時
 場所
 形式

・事業者から説明会実施の申出があった際に、岡山市から
要請させていただくこととしており、現時点では未定で
す。
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No 該当頁 該当項目 質問内容 回答内容
5 2 6（5） 対象店舗数拡大のため、弊社委託先による加盟活動にお

いて御市キャンペーンをきっかけとした加入勧奨をして
もよろしいでしょうか？

・本キャンペーンにおける加入勧奨は行っていただいて構
いませんが、勧奨に当たっては適切に実施していただきま
すようお願いします。なお、第三者への委託による場合
は、書面により岡山市の承諾を得る必要があります。

6 2 6（6） 市⺠向けの説明会のご予定詳細をいただけないでしょう
か？
 日時
 場所
 形式

・昨年度１２月から１月の岡山市スマホ決済ポイント還元
事業の際に実施した公⺠館スマホ決済講座に準じて実施す
ることを想定しています。
（参考）令和２年度公⺠館スマホ決済講座
・岡山市内３７公⺠館のうち３５公⺠館で延べ３８回実施
※場所等各公⺠館の詳細は、別紙リーフレット参照。

7 3 7（6） キャンペーン開始前の「中止」「延期」または「条件の
変更」等に伴い、印刷物の工程上費用が発生したものに
ついてはご請求をさせていただきたいと思います。

・実施協定書の締結後、キャンペーン開始前までの間に、
中止等により発生した経費については岡山市が負担するこ
とを想定しています。

8 7 広報周知用印刷
物

チラシストッカーですが、チラシが何枚程度収納できる
ものか、指定はございますでしょうか。また、素材です
が紙、プラスチック等の指定はございますでしょうか。

・チラシは５枚以上収納できるものとし、素材の指定は特
にありません。
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No 該当頁 該当項目 質問内容 回答内容
9 7 広報周知用印刷

物
マニュアルですが、どのような内容を想定されておりま
すでしょうか。

10 7 別表３ 「マニュアル」とは、どのようなものでしょうか。
通常ツール発送時には、キャンペーン主旨やツールの掲
示方法等記載した「送付状」を同梱しております。（別
表３）の印刷物と「送付状」を含めたお見積りでよろし
いでしょうか？

11 7 別表３ お見積もりの「数量は新たに追加される想定の店舗数及
び予備を含む数とする」とありますが、予備には店舗以
外の掲出（公共施設、説明会など）も含む数量でよろし
いでしょうか？

・予備には、公共施設、説明会等の店舗以外の掲出は含ま
ない数量で見積をお願いします。

12 7 別表３ 各種ツールのサイズなど仕様の指定はございますか？
申込の当たっての仕様は想定で作成しておりますので確
定仕様に基づく詳細見積もりは、ご採択いただいたのち
に改めてご提示させていただきます

・各種ツールの仕様は、共同実施事業者の決定後に詳細を
協議させていただきます。

・マニュアルとは、キャンペーンの趣旨やツールの掲示方
法等の注意事項を記載した送付状を想定しております。そ
のため、送付状の想定で見積をお願いします。

3



岡山市スマートフォン決済ポイント還元事業に係る質問に対する回答 令和３年９月２４日

No 該当頁 該当項目 質問内容 回答内容
13 7 別表３ ツールの店舗配送において、着荷確認は必要でしょう

か？
・着荷確認は必須とはしていませんが、誤送のないよう適
切に配送してください。なお、各事業者の判断において着
荷確認を行う場合には、経費として計上していただいても
問題ありません。

14 その他 ある加盟店（薬局、整骨院など）がAペイメントでは対
象、Bペイメントでは対象外との判断となった場合、整合
性はどのように判断されるのでしょうか。

・募集要項に記載のとおり、医療保険の適用となる病院・
調剤薬局・整骨院、公共料金等は、ポイント還元対象から
除くことから、統一性が図れるものと考えております。な
お、対象・対象外品目の取扱いに関する考え方は、Ｎｏ．
２の回答をご参照ください。

15 その他 実施協定書締結前、若しくは締結時に必要な書類はござ
いますか？必要書類はコピーで対応可能でしょうか。
（印鑑証明や納税証明、等）

16 その他 広報（委託）契約書に必要な書類の発行期日の指定はご
ざいますか。（印鑑証明書、納税証明書、等）

17 その他 ペイメント決定から実施協定書の締結までに弊社は社内
稟議に日数を要するため2週間必要ですが、問題ないで
しょうか。

・事業者の選定から実施協定書の締結までに２週間かかる
想定はしておらず、できるだけ速やかに実施協定書を締結
したいと考えております。

・現時点では、広報周知用印刷物の作成、梱包及び発送に
ついては委託契約ではなく、実施協定書の締結による負担
金での支払いを想定しております。
・また、実施協定書の締結に当たって、印鑑証明や納税証
明等を提出していただく想定はありません。
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